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令和４(2022)年
11月25日(金)
第358号

令和４（2022）年11月25日　金曜日

告 示
栃木県告示第538号
　栃木県水源地域保全条例（令和４年栃木県条例第３号）第11条第１項の規定により水源地域を指定するの
で、同条第５項の規定により次のとおり告示する。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市町村名 町 又 は 大 字 名

宇都宮市 新里町、大網町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、福岡町、田野町、中里
町、冬室町、宮山田町、免ノ内町、高松町

足利市 名草上町、名草中町、名草下町、松田町、粟谷町

佐野市 長谷場町、白岩町、作原町、閑馬町、下彦間町、飛駒町、柿平町、水木町、秋山町

鹿沼市 板荷、下大久保、上大久保、草久、加園、下久我、上久我、上南摩町、口粟野、中粟野、入
粟野、中粕尾、上粕尾、上永野

日光市 瀬川、瀬尾、平ケ崎、千本木、下の内、吉沢、室瀬、土沢、小倉、小代、長畑、明神、板
橋、手岡、岩崎、大桑町、川室、轟、芹沼、倉ケ崎、小百、原宿、佐下部、栗原、大沢町、
水無、森友、荊沢、針貝、大室、薄井沢、根室、山口、猪倉、木和田島、塩野室町、矢野
口、沢又、嘉多蔵、沓掛、小林、中鉢石町、下鉢石町、御幸町、松原町、安川町、匠町、本
町、山内、久次良町、清滝和の代町、清滝丹勢町、清滝町、清滝二丁目、清滝三丁目、細尾
町、中宮祠、所野、七里、野口、和泉、山久保、日光、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来
川、中小来川、西小来川、滝ケ原、横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢、五十里、藤原、
鬼怒川温泉滝、小佐越、足尾町、黒部、土呂部、湯西川、西川、日向、日蔭、上栗山、野
門、川俣

大田原市 黒羽田町、前田、北野上、八塩、北滝、片田、亀久、河原、両郷、寺宿、大久保、久野又、
須佐木、須賀川、雲岩寺、南方
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矢板市 片俣、塩田、幸岡、下太田、泉、上太田、長井、立足、平野、上伊佐野、下伊佐野、田野原

那須塩原市 板室、亀山、木綿畑、小結、鴫内、高林、戸田、鳥野目、西岩崎、東原、細竹、箕輪、百
村、箭坪、油井、湯宮、宇都野、遅野沢、金沢、上塩原、塩原、下田野、関谷、中塩原、蟇
沼、湯本塩原

那須烏山市 上境、小木須、横枕、大木須、大沢

茂木町 大字小貫、大字深沢、大字飯、大字小山、大字福手、大字鮎田、大字青梅、大字林

塩谷町 大字玉生、大字芦場新田、大字東房、大字下寺島、大字上寺島、大字鳥羽新田、大字喜佐
見、大字熊ノ木、大字船生

那須町 大字豊原甲、大字豊原乙、大字豊原丙、大字高久甲、大字高久乙、大字高久丙、大字湯本、
大字大島、大字芦野、大字横岡、大字寄居、大字伊王野、大字大和須、大字蓑沢、大字梓、
大字大畑

那珂川町 馬頭、富山、大内、谷川、盛泉、大那地、大山田下郷、大山田上郷、小砂

（森林整備課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第539号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号

事 業 所 事 業 者
指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950400366 寺子屋　うりず
ん

佐野市田沼町
505

特定非営利活動
法人風の詩

佐野市田沼町
498-８

令 和 ４
（2022）年
10月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0952600021 あみ 高根沢町宝積
寺2285

株式会社モー
ド・ライラック

宇都宮市清原
台４-22-８

令 和 ４
（2022）年
10月１日

放課後等デ
イサービス

0950300228 クヴェル　栃木
教室

栃木市沼和田
町11-20前澤
ビルＡ

清田建設工業株
式会社

栃木市神田町
２-８

令 和 ４
（2022）年
11月１日

児童発達支
援

0950600171 ロッビア 日光市森友
1599-12

特定非営利活動
法人あかね会

日光市森友
1578

令 和 ４
（2022）年
11月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950800367 ドレミファソラ
イズ　FC小山

小山市駅東通
り１-34-15

桐樹株式会社 小山市駅東通
り１-34-15

令 和 ４
（2022）年
11月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス
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0950900241 ドレミファソラ
イズ　FC真岡

真岡市高勢町
３-205-２

スレイトン株式
会社

大阪府大阪市
港区市岡元町
２-６-11-302

令 和 ４
（2022）年
11月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950400374 Ｏｎｅ　ｓｔｅ
ｐ　ｓｍｉｌｅ
佐野教室

佐野市天明町
2542-１

合同会社本郷 佐野市植上町
1561-３パス
テロ壱番館
202

令 和 ４
（2022）年
11月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950800375 放課後等デイ
サービスかんな
土塔

小山市土塔
232-６

有限会社ｒｉｓ
ｅ

小山市駅南町
４-１-３

令 和 ４
（2022）年
11月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第540号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項に規定する指定障害児通所支援事業者から指定
通所支援の事業の廃止の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950800334 かんなデイサー
ビス土塔

小山市土塔
232-６

有限会社ｒｉｓ
ｅ

小山市駅南町
４-１-３

令 和 ４
（2022）年
10月31日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

（障害福祉課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第541号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土地改良区名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

市貝町土地改良区 市貝町地区土地改良
（維持管理）事業

令和４（2022）年
11月28日から同年
12月23日まで

令和５（2023）年
１月10日

芳賀農業振興事務所

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第542号
　次の事業の土地改良事業計画を変更したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第６項において
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準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第88条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第88条第６項において
準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所轄農業振興事務所

県営下田原北部地区土地改良（区
画整理）事業

令和４（2022）年11月
28日から
同年12月23日まで

令和５（2023）年１月
10日

河内農業振興事務所

（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第543号
　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の規定により電線共同溝を整
備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道路の種類 路 線 名 区 間

一般国道 293号

足利市西砂原後町1225-１から
足利市有楽町842-25までの上り線

足利市西砂原後町1177-１から
足利市有楽町839-２までの下り線

（道路保全課）　
───────────────────────────────────────────────

内水面漁場管理委員会
栃木県内水面漁場管理委員会告示第３号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定に基づき、水産動物の保護を図る
ため、次のとおり指示する。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県内水面漁場管理委員会会長　　吉　　沢　　　　　崇　　
１　指示の内容
オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを
採捕した者は、これらを採捕した区域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試
験研究に供する場合は、この限りでない。
２　指示の区域
栃木県全域

３　指示の期間
令和５（2023）年１月１日から令和８（2026）年12月31日まで
───────────────────────────────────────────────
栃木県内水面漁場管理委員会告示第４号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定に基づき、コイヘルペスウイルス
病のまん延を防止するため、こい（まごい及びにしきごいをいう。以下同じ。）の放流等について、次のとお
り指示する。
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　　令和４（2022）年11月25日
栃木県内水面漁場管理委員会会長　　吉　　沢　　　　　崇　　

１　指示の内容
⑴　放流の禁止
県内の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面（以下「公共用水面等」という。）におい
て、次に掲げるこいを放流してはならない。ただし、公共用水面等において採捕したこいを当該採捕した
水面に再放流する場合その他栃木県内水面漁場管理委員会が認める場合は、この限りでない。
ア　公共用水面等又は県外の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面で採捕されたこい
イ　コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水面に生息し、又は生息していたこいと水を介しての接
触があるこい
ウ　ＰＣＲ検査（ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。）でコイヘルペスウイルス陰性が確認され
ていないこい群のこい

⑵　遺棄の禁止
生死を問わず、公共用水面等にこいを遺棄してはならない。

２　指示の期間
令和５（2023）年１月１日から令和８（2026）年12月31日まで
───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和４（2022）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　業務件名　複写サービス　311台
  （県が行う組織の改編等により、配置台数及び配置場所に変更が生じる場合がある。使用見込数量（枚
数）は、入札説明書による。）
⑵　業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　令和５（2023）年３月（機器設置開始後）から令和10（2028）年３月31日まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　履行場所　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　栃木県警察本部庁舎ほか
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ａ事務用機器、紙、文具
類」、又は「Ｎ通信、情報処理」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　入札参加申請日から開札日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　業務を実施するために必要な体制を有している者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
栃木県警察本部警務部会計課調度係　電話028-621-0110（内線2256）　FAX028-623-3875
　                                                E-Mail　keisatu-ka@pref.tochigi.lg.jp

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和４（2022）年11月25日（金）から令和５（2023）年１月16日（月）まで入札情報システム上で公
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開する。なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日、祝日、令和４（2022）年12月29日
（木）、同月30日（金）及び令和５（2023）年１月３日（火）を除く。）の午前９時から正午まで及び午後
１時から午後５時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　令和５（2023）年１月18日（水）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所に、郵送（書留
郵便）により提出すること。郵送が困難な場合は持参も可とする。
イ　開札の日時及び場所
　令和５（2023）年１月24日（火）午前10時30分
　栃木県警察本部２階入札室

⑷　入札方法　１の⑴の件名で、１枚当たりの単価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価
格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項
ア　この入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書を令和５（2023）年１月16日（月）午後４
時まで、別紙「複写サービス仕様書」に基づき作成した仕様書を令和５（2023）年１月18日（水）午後
５時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。なお、添付書類の容量が３
MBを超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札シ
ステムで栃木県警察物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年４月26日付け栃会第434号）に定める
提出書類通知書（様式２）を提出することにより、当該添付書類の郵送（書留郵便）又は持参による提
出ができるものとする。この場合、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムに
よる提出との分割はできないものとする。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札に参加を希望する者の負担とする。なお、提出された書
類等については、返却しない。

⑷　審査
ア　競争入札参加資格審査　入札参加希望者が提出した競争参加資格確認申請書について審査し、その結
果は、電子入札システムにより、令和５（2023）年１月17日（火）までに入札参加希望者に伝えるもの
とする。
イ　技術審査　栃木県警察本部警務部会計課長が、入札者の作成した仕様書をウの技術審査基準により審
査し、採用し得ると判断した仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
ウ　技術審査基準　入札者の作成した仕様書が、栃木県警察本部警務部会計課で交付する別紙 ｢複写サー
ビス仕様書」に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであること。
エ　技術審査結果は、電子メール等により、令和５（2023）年１月23日（月）までに入札参加希望者に伝
えるものとする。

⑸　質疑及びその回答について
ア　仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和５（2023）年１月11日（水）午後４
時までに電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札者は、メール又は郵送により提出す
る。
イ　質問の内容及び回答は、令和５（2023）年１月13日（金）までに電子入札システム上で公開する。
⑹　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
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イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入
札書
エ　栃木県警察物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月26日付け栃会第433号）第19条第１項か
ら第４項までに掲げる入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑺　落札者の決定方法
ア　⑷の審査により、落札者の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県財務規則第154条
の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札
者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行ったものが２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定する
ものとする。

⑻　契約書の作成の要否　要
⑼　その他
　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県警察物品等電子調達実施要領及
び栃木県警察物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the service to be required:
Contract of Copying service 
311 units

⑵　Deadline Bidding:
5:00 p.m., January 18, 2023

⑶　Information is available at:
Supplies and Furnishing Section,
Accounting Division,
Department of Police Administration
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510
TEL 028-621-0110（extension 2256）

（警察本部会計課）　
───────────────────────────────────────────────


